
 1

利用料金等の規定 

 

都市公園条例の規定による利用料金、使用料は次のとおりです。 

 

 

１ 利用料金（運動施設） 

単位 競技場 第２競技場 

専
用
利
用 

市民 
1 日（8 時 30 分～

20 時 30 分） 

81,000 円 ― 

市民以外のもの 202,500 円 ― 

市民 
1 日（8 時 30 分～

18 時 30 分） 

― 59,100 円 

市民以外のもの ― 147,700 円 

一
般
利
用 

個人 
大人 

1 回 

320 円 320 円 

小人 160 円 160 円 

団体 20 人までごと 1,600 円 1,600 円 

※ 入場料等（営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。）を徴収して競技場又

は第２競技場を専用利用する場合における利用料金の額は、専用利用の承認を受けた利用料金の額に、

当該利用料金の額と同額又は徴収した入場料の総額に 5 パーセントを乗じて得た額のいずれか高い額を

加算した額とする。 

※ 利用の承認を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の額は、超過した時間

1 時間（1 時間未満の端数は、1 時間とする。）につき、この表に掲げる額の 1 時間相当額を 1.2 倍した

額とする。 

 

 

２ 利用料金（附属施設） 

附属施設の種類 単位 競技場 第２競技場 

夜間照明施設 

全点灯 

1 時間につき 

178,000 円 ― 

1/2 点灯 89,000 円 ― 

1/4 点灯 44,500 円 ― 

1/10 点灯 17,800 円 ― 

電光掲示盤 
1 日（8 時 30 分～20 時 30 分） 

43,200 円 ― 

放送設備 
4,800 円 ― 

1 日（8 時 30 分～18 時 30 分） ― 2,500 円 
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附属施設の種類 単位 競技場 第２競技場 

競技用器具 
1 日 1 点につき(30 点未満) 100 円 100 円 

1 日 30 点以上 3,000 円 3,000 円 

写真判定装置 

1 日（8 時 30 分～20 時 30 分） 

15,000 円 ― 

会議室 1（大会本部室Ａ） 6,000 円 ― 

会議室 2（大会本部室Ｂ） 4,200 円 ― 

会議室 3（大会本部室Ｃ） 4,200 円 ― 

会議室 4（大会本部室Ｄ） 4,200 円 ― 

会議室 5（大会本部室Ｅ） 4,200 円 ― 

会議室 6（大会本部室Ｆ） 4,200 円 ― 

会議室 7（インタビュー室Ａ） 2,400 円 ― 

会議室 8（インタビュー室Ｂ） 2,400 円 ― 

会議室 9（打合せ室） 1,800 円 ― 

※ 競技場の会議室の利用料金は、会議室と併せて競技場を専用利用する場合は無料とする。 

※ 利用の承認を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の額は、照明施設につ

いては超過した時間 30 分(30 分未満の端数は、30 分とする。)につき、この表に掲げる額の 30 分相当

額を 1.2 倍した額とし、その他の附属施設については超過した時間 1 時間(1 時間未満の端数は、1 時間

とする。)につき、この表に掲げる額の 1 時間相当額を 1.2 倍した額とする。 

 

 

３ 使用料（スポーツ広場・グラウンド） 

単位 金額 

ス
ポ
ー
ツ
広
場 

半面 
市民 

２時間につき 

2,300 円 

市民以外のもの 11,500 円 

全面 
市民 4,600 円 

市民以外のもの 23,000 円 

グ
ラ
ウ
ン
ド 

専用利用 
市民 

２時間につき 
3,200 円 

市民以外のもの 16,000 円 

一般利用 1 回 3,200 円 

※ 利用の承認を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る使用料の額は、超過した時間 1

時間（1 時間未満の端数は、1 時間とする。）につき、この表に掲げる額の 1 時間相当額を 1.2 倍した額

とする。 


